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第１章 調査概要 

１．調査の目的 
本調査は、令和３年度からの「第８期大崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」策定のための

基礎資料とすることを目的として実施しました。 

 

 

２．調査の構成 

調査対象 大崎市内で、介護サービスを提供している事業所 

抽出方法 
令和２年10月１日現在、大崎市内で介護サービスを提供しているすべての

事業所（103事業所） 

調査方法 郵送配付、郵送回収 

調査期間 
令和２年10月28日から令和２年11月11日まで 

※令和２年11月19日までの回収分を有効とした 

企画実施 大崎市民生部高齢介護課 

集計・分析 株式会社サーベイリサーチセンター東北事務所 

 

 

３．回収結果 
 対象者事業所 回収数 有効回収数 有効回収率 

介護サービス事業者調査 103事業所 77事業所 77事業所 74.8％ 

 

 

４．報告書の見方 
○ 集計は、小数点以下第２位を四捨五入しています。したがって、数値の合計が100.0％になら

ない場合があります。 

○ 回答の比率（％）は、その質問の回答者数（n値又はLn値）を基数として算出しています。し

たがって、複数回答の設問はすべての比率を合計すると100.0％を超える場合があります。 

○ 本文や図表中の選択肢表記は、語句を短縮・簡略化している場合があります。 

○ 本文中で、比率の比較をする際には、ポイント（小数点以下第２位を四捨五入し、小数点第１

位で示しています。）と表記しています。 
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第２章 調査結果の要約 

 

 

 

 

  法人全体の全従業員数は、10～19人が24.7％、20～49人が20.8％、50～99人が18.2％、９人

以下が14.3％、100～299人と300人以上がともに10.4％。 

  経営主体は、営利法人（有限・株式会社等）が67.5％と多い。 

  市の事業として実施している介護サービスの種類は、居宅介護支援（39.0％）、通所介護、

地域密着型通所介護(ともに28.6％)、訪問介護(19.5％)、認知症対応型共同生活介護

(18.2％)が多い。 

  市内事業所の全従業員数は、10～19人（32.5％）、１～９人(26.0％)、20～49人(22.1％)が

多く、20人未満の事業所が58.5％となっている。正規職員数及び非正規職員数はいずれも「１

～９人」が多く５割前後となっている。 

  供給が不足しているサービスは、高齢者見守り支援サービス事業（市の独自基準によるサー

ビス）（27.3％）、介護予防訪問介護相当サービス(19.5％)、訪問型サービスＡ（緩和した基

準によるサービス）、訪問型サービスＢ（住民主体による支援）、訪問型サービスＤ（移動支

援）(いずれも16.9％)、地域リハビリテーション活動支援事業（専門職によるアセスメント

訪問（14.3％）が多く、今後必要なサービスとしても同サービスが上位にあげられている。 

  介護予防・日常生活支援総合事業の参入に当たっての課題は、人材の確保・育成（67.5％）、

採算性が合わない(58.4％)が多い。 

  円滑な事業運営を進めて行くうえで特に困難を感じることは、スタッフが不足し、量的な

ニーズに対応できない（48.1％）、事務作業が多い(36.4％)が多い。 

 

 

 

 

 

 

  関係機関等との連携状況は、『連携はとれている』が多いのは、外部の居宅介護支援事業者

（83.1％）、地域包括支援センター（72.7％）、医療機関（59.8％）、行政機関（市や県・国

など）（55.9％）である。一方で『連携はとれていない』が多いのは、ボランティア・ＮＰ

Ｏ（45.5％）、他の介護サービス事業者（24.7％）である。 
  他法人との連携について取り組んでいることは、勉強会、ケース検討会の共同開催（45.5％）、

困難事例等の相談(23.4％)、利用者の定員超過が見込まれる場合や空きがある場合の連携

(22.1％)が多いものの、特に取り組んでいない事業所は約３割存在する。 
  特に連携が必要だと思う関係機関等は、医療機関（64.9％）、地域包括支援センター(51.9％)、

他の介護サービス事業者(42.9％)、行政機関（41.6％）が多い。 
  在宅医療・介護連携を進めるために力を入れる必要があることは、医療・介護関係者の情報

共有の支援（64.9％）、地域の医療・介護サービス資源の把握(46.8％)、切れ目ない在宅医

療と介護の提供体制の構築推進(45.5％)、在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討、

地域住民への普及啓発（ともに41.6％）が多い。 
 

 

  

法人の概要や大崎市での介護サービスの提供状況等について 

関係機関との連携について 
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  １年間における人材確保の状況は、あまり確保できていない（40.3％）と確保できていない

（7.8％）を合わせた『確保できていない』は48.1％。一方、確保できている(15.6％)とお

おむね確保できている(35.1％)を合わせた『確保できている』は50.7％とほぼ半々。 

  １年間に離職者がいる事業所は72.7％。 

  離職の理由は、心身の不調（腰痛を除く）（33.9％）、家族等の介護や看護、転職・転居(30.4％)、

職場の人間関係の問題(28.6％)が多い。 

  不足している職種は、介護福祉士やヘルパーなどのケアスタッフ（55.8％）と看護師や保健

師などのスタッフ(41.6％)。一方で特にないは20.8％である。 

  人材の定着・育成（離職の防止）のために行っている取り組みは、約８割の事業所が労働日

数・時間の希望をできるだけ聞き入れている（77.9％）を実施。そのほか、育児中・介護中

の職員への配慮など、働きやすい環境をつくっている(64.9％)、非正規職員から正規職員へ

の登用機会を設けている(57.1％)も多い。 

  職員への人材育成・教育制度の導入状況は、導入しているが64.9％、導入を検討中は14.3％、

導入の準備をしているは3.9％。一方、導入していないは11.7％である。 

  導入している、導入準備をしている人材育成・教育制度は、約８割の事業所が常勤職員の質

的向上を意図した研修制度（79.2％）を導入、導入準備をしている。そのほか、非常勤職員

の質的向上を意図した研修制度(62.3％)、新入職員の技能習得(54.7％)も多い。 

  介護人材の確保・定着に１番目に効果的なことは、中高生等の若い世代への啓発(40.3％)、

新規雇用者に対する就労支援金等の財政的支援(18.2％)、職員の資格取得への財政的支援

（14.3％）で、また、１番目の回答を３点、２番目を２点、３番目を１点とし点数を合計し

たところ、平均点が高い項目は、中高生等の若い世代への啓発（2.44点）、新規雇用者に対

する就労支援金等の財政的支援（2.19点）である。 

 

 

 

 

 

 

  利用者や家族からの苦情の内容は、サービスの質や内容に関すること（49.4％）、従業者（サー

ビス提供者）の態度・資質等に関すること(31.2％)が多い。 

  サービスの質の向上のために行っていることは、約８割の事業所が相談窓口の設置（81.8％）

を実施している。そのほか、職員・スタッフの継続的な研修・ＯＪＴの実施(66.2％)、サー

ビス提供マニュアルの作成、ケアカンファレンスの定期的な開催(ともに46.8％)も多い。 

 

 

 

 

 

 

  防災対策の実施状況は、防災マニュアルの作成（85.7％）、定期的な避難訓練（74.0％）が

多く、７割以上の事業所が実施。そのほか、必需品の備蓄と在庫管理、避難経路や避難先の

設定(ともに61.0％)も多い。 

 

 

  

苦情処理体制やサービスの質の向上への対策について 

人材の定着・育成等について 

防災対策について 
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  処遇改善加算は、取得しているが85.7％を占めている。特定処遇改善加算の取得状況は、取

得しているが49.4％、取得していないが44.2％。 

  １年以内の処遇改善加算の取得予定は、取得予定であるは28.6％、取得予定はないは15.6％。

特定処遇改善加算の取得予定は、取得予定であるは16.9％、取得予定はないは37.7％。 

  算定に向けた要件達成や準備が難しいと感じる要件・理由は、月額８万円等の賃金改善とな

る職員の設定（31.2％）、介護福祉士配置等の要件(23.4％)、介護職員処遇改善加算（Ⅰ～

Ⅲ）の算定要件、加算の対象外の介護事業所職員との賃金バランス調整(ともに19.5％)が多

い。 

  

処遇改善加算、特定処遇改善加算について 
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第３章 介護サービス事業所調査結果の分析 

１ 法人の概要や大崎市での介護サービスの提供状況等について 

（１）法人全体の全従業員数 

問１．法人全体（全ての指定介護サービス事業所）の全従業員数はおおよそ何人ですか。 

 

【図表１ 法人全体の全従業員数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人全体の全従業員数は、「10～19人」が24.7％と最も多く、以下、「20～49人」（20.8％）、「50

～99人」（18.2％）、「９人以下」（14.3％）、「100～299人」「300人以上」（ともに10.4％）となって

いる。 

 

 

（２）経営主体 

問２．経営主体は、次のどれですか。 

 

【図表２ 経営主体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営主体は、「営利法人（有限・株式会社等）」が67.5％と最も多くなっている。 
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（３）市の事業として実施している介護サービスの種類 

問３．大崎市の事業として実施している介護サービスの種類は次のどれですか。（介護予防サービ

スを含む）（○はいくつでも） 

 

【図表３ 市の事業として実施している介護サービスの種類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の事業として実施している介護サービスの種類は、「居宅介護支援」が39.0％と最も多く、以

下、「通所介護」「地域密着型通所介護」(ともに28.6％)、「訪問介護」(19.5％)、「認知症対応型共

同生活介護」(18.2％)、「総合事業」（13.0％）などとなっている。 
  

n=(77)  

居宅介護支援

通所介護

地域密着型通所介護

訪問介護

認知症対応型共同生活介護

総合事業

訪問看護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

介護老人福祉施設
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地域密着型特定施設入居者生活介護
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（４）市内事業所の全従業員数 

問４．大崎市の事業所の全従業員数は何人ですか。（令和２年10月１日現在） 

 

【図表４ 市内事業所の全従業員数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内事業所の全従業員数は、「10～19人」が32.5％と最も多く、以下、「１～９人」(26.0％)、「20

～49人」(22.1％)、「50～99人」（16.9％）、「100人以上」（2.6％）となっており、20人未満の事業

所が58.5％となっている。 

正規職員数は、「１～９人」が48.1％と最も多く、以下、「10～19人」(23.4％)、「20～49人」（18.2％)、

「50～99人」（6.5％）などとなっている。 

非正規職員数は、「１～９人」が 54.5％と最も多く、以下、「10～19 人」(23.4％)、「20～49 人」(10.4％)、

「０人」（7.8％）などとなっている。 
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０
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（５）縮小・廃止したいサービス、規模を拡大・新規に参入したいサービス 

問５．大崎市の事業所で提供する介護サービスの今後の意向についておうかがいします。 

   （ア）現在提供しているが、規模を縮小・廃止したいサービス、（イ）規模を拡大・新規に

参入したいサービスはありますか。（ア）（イ）それぞれについて、○はいくつでも 

 

【図表５ 縮小・廃止したいサービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表６ 規模を拡大・新規に参入したいサービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮小・廃止したいサービスは、「小規模多機能型居宅介護」や「訪問介護」、「訪問入浴介護」、「通

所介護」、「特定施設入居者生活介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「認知症対応型通所介護」、「地

域密着型特定施設入居者生活介護」があげられている。 

規模を拡大・新規に参入したいサービスは、「訪問看護」や「居宅介護支援」、「訪問介護」、「地

域密着型通所介護」、「通所介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「看護小規模多機能型居宅介護」

などがあげられている。 
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（６）供給が不足しているサービス、今後必要なサービス 

問６．大崎市の介護予防・日常生活支援総合事業についておうかがいします。（ア）現在、供給が

不足していると感じるサービス、（イ）今後、需要が増えたり必要となると考えられるサー

ビスはありますか。（ア）（イ）それぞれについて、○はいくつでも 

 

【図表７ 供給が不足しているサービス、今後必要なサービス】 

   ＜供給が不足しているサービス＞             ＜今後必要なサービス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給が不足しているサービスは、「高齢者見守り支援サービス事業（市の独自基準によるサービ

ス）」が27.3％と最も多く、以下、「介護予防訪問介護相当サービス」(19.5％)、「訪問型サービス

Ａ（緩和した基準によるサービス）」「訪問型サービスＢ（住民主体による支援）」「訪問型サービス

Ｄ（移動支援）」(いずれも16.9％)、「地域リハビリテーション活動支援事業（専門職によるアセス

メント訪問）」（14.3％）などとなっている。 

今後、需要が増えたり必要となると考えられるサービスは、「高齢者見守り支援サービス事業（市

の独自基準によるサービス）」が40.3％と最も多く、以下、「訪問型サービスＡ（緩和した基準によ

るサービス）」「訪問型サービスＤ（移動支援）」(ともに28.6％)、「介護予防訪問介護相当サービス」

(23.4％)、「地域リハビリテーション活動支援事業（専門職によるアセスメント訪問）」（20.8％）

などで、いずれも順位は異なるものの、供給が不足しているサービスで上位にあげられている。 

  

n=(77)  

高齢者見守り支援サービス事業（市

の独自基準によるサービス）

介護予防訪問介護相当サービス

訪問型サービスA （緩和した基準に

よるサービス）
訪問型サービスB （住民主体による

支援）

訪問型サービスD （移動支援）

地域リハビリテーション活動支援事

業（専門職によるアセスメント訪問）
介護予防普及啓発事業（運動、栄

養、口腔）
生きがいと健康づくり推進事業（いき

いきクラブ）
訪問型サービスC （短期集中予防

サービス）

いきいき百歳体操

介護予防通所介護相当サービス

通所型サービスA （緩和した基準に

よるサービス）
通所型サービスB （住民主体による

支援）
通所型サービスC （短期集中予防

サービス）

無回答
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（７）介護予防・日常生活支援総合事業の参入に当たっての課題 

問７．大崎市の介護予防・日常生活支援総合事業の参入に当たっての課題は何ですか。 

（○はいくつでも） 

 

【図表８ 介護予防・日常生活支援総合事業の参入に当たっての課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の参入に当たっての課題は、「人材の確保・育成」（67.5％）と

「採算性が合わない」(58.4％)が多く、以下、「業務量の増加」（29.9％）、「利用者が確保できない」

（19.5％）などとなっている。 

  

n=(77)  

人材の確保・育成

採算性が合わない

業務量の増加

利用者が確保できない

サービスの質の低下

その他

特に課題はない

無回答

67.5

58.4

29.9

19.5

13.0

1.3

2.6

10.4

0 20 40 60 80 (%)
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（８）円滑な事業運営を進めて行くうえで、特に困難を感じること 

問８．大崎市の事業について円滑な事業運営を進めて行くうえで、現在、特に困難を感じることが

ありますか。あるとすればどのようなことですか。（○はいくつでも） 

 

【図表９ 円滑な事業運営を進めて行くうえで、特に困難を感じること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑な事業運営を進めて行くうえで、特に困難を感じることは、「スタッフが不足し、量的なニー

ズに対応できない」が48.1％と最も多く、以下、「事務作業が多い」(36.4％)、「利用者の確保が難

しい」「専門的な技術をもつスタッフが確保できず、質的なニーズに対応できない」（ともに31.2％）、

「利用者１人あたりの利用料が少ない」「利用者や家族の制度に対する理解が進んでいない」（とも

に29.9％）、「スタッフの資質向上を図ることが難しい」（28.6％）などとなっている。 

  

n=(77)  

スタッフが不足し、量的なニーズに対応できない

事務作業が多い

利用者の確保が難しい

専門的な技術をもつスタッフが確保できず、質

的なニーズに対応できない

利用者１人あたりの利用料が少ない

利用者や家族の制度に対する理解が進んでい

ない

スタッフの資質向上を図ることが難しい

利用者の認知症の重度化

施設・設備の改善が難しい

訪問・送迎の範囲や対象が非効率

自治体など、関係機関との連携を図ることが難し

い

必要な情報の入手に支障がある

利用者や家族からの苦情対応

その他

特にない

無回答

48.1

36.4
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29.9

29.9

28.6

20.8

15.6

14.3

11.7

6.5

3.9
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2.6
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２ 関係機関との連携について 

（１）関係機関等との連携状況 

問９．大崎市の事業所では、普段から以下の人たちとの連携はとれていますか。 

①～⑦それぞれについて、○は１つずつ 

 

【図表10 関係機関等との連携状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関等との連携状況については、「十分に連携はとれている」と「まあ連携はとれている」

を合わせた『連携はとれている』が多いのは、①外部の居宅介護支援事業者（83.1％）、③地域包

括支援センター（72.7％）、⑥医療機関（59.8％）、⑦行政機関（市や県・国など）（55.9％）となっ

ている。 

一方、「あまり連携はとれていない」と「まったく連携はとれていない」を合わせた『連携はと

れていない』が多いのは、④ボランティア・ＮＰＯ（45.5％）、②他の介護サービス事業者（24.7％）

となっている。 

なお、「どちらともいえない」は、①外部の居宅介護支援事業者と③地域包括支援センター以外

の項目で２～３割程度となっている。 

  

n = (77)

①外部の居宅介護支援事業

者

②他の介護サービス事業者

③地域包括支援センター

④ボランティア・ＮＰＯ

⑤地域の住民や自治会など

⑥医療機関

⑦行政機関（市や県・国な

ど）
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（２）他法人との連携について取り組んでいること 

問10．同事業所で、他法人との連携について取り組んでいることはありますか。（○はいくつでも） 

 

【図表11 他法人との連携について取り組んでいること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他法人との連携について取り組んでいることは、「勉強会、ケース検討会の共同開催」が45.5％

と最も多く、以下、「困難事例等の相談」(23.4％)、「利用者の定員超過が見込まれる場合や空きが

ある場合の連携」(22.1％)、「ＮＰＯ・ボランティア等活動団体との連携」（15.6％）となっている。 

一方、「特にない」は32.5％となっている。 

 

 

（３）特に連携が必要だと思う関係機関等 

問11．同事業所で、特に連携が必要だと思う関係機関等はどちらですか。（○は３つまで） 

 

【図表12 特に連携が必要だと思う関係機関等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に連携が必要だと思う関係機関等は、「医療機関」が64.9％と最も多く、以下、「地域包括支援

センター」(51.9％)、「他の介護サービス事業者」(42.9％)、「行政機関」（41.6％）、「民生委員・

児童委員」（22.1％）、「自治会・町内会」（18.2％）などとなっている。  

n=(77)  

医療機関

地域包括支援セン ター

他の介護サービス事業者

行政機関

民生委員・児童委員

自治会・町内会

社会福祉協議会

介護・福祉関連のＮＰＯ・団体

老人クラブ

その他

特にない

無回答

64.9

51.9

42.9

41.6

22.1

18.2

10.4

5.2

1.3

0.0

1.3

1.3

0 20 40 60 80 (%)

n=(77)  

勉強会、ケース検討会の共同開催

困難事例等の相談

利用者の定員超過が見込まれる場合や空きが

ある場合の連携

ＮＰＯ・ボランティア等活動団体との連携

その他

特にない

無回答

45.5

23.4

22.1

15.6

2.6

32.5

1.3

0 10 20 30 40 50 (%)



第３章 介護サービス事業所調査結果の分析 

 

22 

（４）在宅医療・介護連携を進めるために、力を入れる必要があること 

問12．同事業所において、在宅医療・介護連携を進めるために、どのようなことに力を入れる必要

があると思いますか。（○はいくつでも） 

 

【図表13 在宅医療・介護連携を進めるために、力を入れる必要があること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療・介護連携を進めるために、力を入れる必要があることは、「医療・介護関係者の情報

共有の支援」が64.9％と最も多く、以下、「地域の医療・介護サービス資源の把握」(46.8％)、「切

れ目ない在宅医療と介護の提供体制の構築推進」(45.5％)、「在宅医療・介護連携の課題抽出と対

応策の検討」「地域住民への普及啓発」（ともに41.6％）、「医療・介護関係者の研修」（36.4％）な

どとなっている。 

  

n=(77)  

医療・介護関係者の情報共有の支援

地域の医療・介護サービス資源の把握

切れ目ない在宅医療と介護の提供体制の構築

推進
在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検

討

地域住民への普及啓発

医療・介護関係者の研修

在宅医療・介護関係者に関する相談支援

その他

わからない

無回答

64.9

46.8

45.5

41.6

41.6

36.4

32.5

2.6

5.2

0.0

0 20 40 60 80 (%)
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３ 人材の定着・育成等について 

（１）１年間における人材確保の状況 

問13．大崎市の事業所では、この１年間における人材の確保の状況はどうでしたか。 

 

【図表14 １年間における人材確保の状況】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１年間における人材確保の状況は、「あまり確保できていない」が40.3％と最も多く、「確保でき

ていない」（7.8％）を合わせた『確保できていない』は48.1％となっている。 

一方、「確保できている」(15.6％)と「おおむね確保できている」(35.1％)を合わせた『確保で

きている』は50.7％と、『確保できていない』と回答は二分している。 

 

 

（２）１年間における離職者の有無 

問14．同事業所では、この１年間に離職者はいますか。 

 

【図表15 １年間における離職者の有無】 

 

 

 

 

 

 

１年間における離職者の有無は、「いる」が72.7％を占めている。 

一方、「いない」は27.3％にとどまっている。 

  

27.3 72.7 0.0

ｎ

(77)

(%)

い

な

い

い

る

無

回

答

15.6 35.1 40.3 7.8 1.3

ｎ

(77)

(%)

確

保

で

き

て

い

る

お

お

む

ね

確

保

で

き

て

い

る

あ

ま

り

確

保

で

き

て

い

な

い

確

保

で

き

て

い

な

い 無

回

答
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（３）離職の理由 

問14-1．（問14で「２.いる」に回答した方のみ） 

離職の理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

【図表16 離職の理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離職の理由は、「心身の不調（腰痛を除く）」（33.9％）、「家族等の介護や看護、転職・転居」(30.4％)、

「職場の人間関係の問題」(28.6％)が多く、３割前後となっている。以下、「収入の問題」（23.2％）、

「法人・事業所の理念や運営との不一致」（21.4％）、「高齢のため」（19.6％）などとなっている。 

 

 

  

n=(56)  

心身の不調（腰痛を除く）

家族等の介護や看護、転職・転居

職場の人間関係の問題

収入の問題

法人・事業所の理念や運営との不一致

高齢のため

結婚・出産・育児のため

キャリアアップのための転職

労働時間・休日・勤務体制の問題

起業・開業

人員整理、勧奨退職、事業不振等の事業所側

の理由

その他

わからない

無回答

33.9

30.4

28.6

23.2

21.4

19.6

14.3

14.3

12.5

3.6

0.0

12.5

3.6

0.0

0 10 20 30 40 (%)
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（４）不足している職種 

問15．同事業所で、不足している職種はありますか。（○はいくつでも） 

 

【図表17 不足している職種】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不足している職種は、「介護福祉士やヘルパーなどのケアスタッフ」（55.8％）と「看護師や保健

師などのスタッフ」(41.6％)が多く、４割以上となっている。 

一方、「特にない」は20.8％となっている。 

 

 

  

n=(77)  

介護福祉士やヘルパーなどのケアスタッフ

看護師や保健師などのスタッフ

介護支援専門員

理学療法士や作業療法士などのリハビリの専門

職

事務員や運転手などの補助スタッフ

社会福祉士などの相談員または指導員

臨床心理士や精神保健福祉士などの心理職

その他

特にない

無回答

55.8

41.6

15.6

11.7

11.7

10.4

0.0

3.9

20.8

6.5

0 10 20 30 40 50 60 (%)
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（５）人材の定着・育成（離職の防止）のために行っている取り組み 

問16．同事業所では、人材の定着・育成（離職の防止）について、どのような取り組みを行ってい

ますか。（○はいくつでも） 

 

【図表18 人材の定着・育成（離職の防止）のために行っている取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材の定着・育成（離職の防止）のために行っている取り組みは、「労働日数・時間の希望をで

きるだけ聞き入れている」が77.9％と最も多く、約８割の事業所が実施している。以下、「育児中・

介護中の職員への配慮など、働きやすい環境をつくっている」(64.9％)、「非正規職員から正規職

員への登用機会を設けている」(57.1％)、「上司や管理職が頻繁に面談を行い、職員の要望や不満

を汲み取っている」（41.6％）、「仕事のやりがいや、社会的意義を伝えている」（40.3％）、「給与（賞

与・手当含む）を好条件に設定している」（39.0％）などとなっている。 

  

n=(77)  

労働日数・時間の希望をできるだけ聞き入れている

育児中・介護中の職員への配慮など、働きやすい環

境をつくっている
非正規職員から正規職員への登用機会を設けてい

る
上司や管理職が頻繁に面談を行い、職員の要望や

不満を汲み取っている

仕事のやりがいや、社会的意義を伝えている

給与（賞与・手当含む）を好条件に設定している

外部研修に参加できない職員のために、内部研修を

充実させている
新人職員に対し一定期間、マンツーマン で知識や技

能を指導する等の支援体制を設けている
休憩室や談話室の設置など、職員がリラックスできる

環境を整えている
能力や仕事ぶりによって、管理職への登用機会を設

けている
職員への満足度（不満）調査を行い、事業所におけ

る課題の把握を行っている
永年勤続など一定期間勤めた際の報奨制度を設け

ている
外国人人材の雇用や介護ボランティアの受け入れを

積極的に行っている

その他

特に取り組みは行っていない

無回答

77.9

64.9

57.1

41.6

40.3

39.0

36.4

35.1

33.8

32.5

26.0

19.5

6.5

2.6

3.9

0.0

0 20 40 60 80 100 (%)
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（６）人材育成・教育制度の導入状況 

問17．同事業所では職員に対し人材育成・教育制度を導入していますか。 

 

【図表19 人材育成・教育制度の導入状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員への人材育成・教育制度の導入状況は、「導入している」が64.9％を占め、「導入を検討中」

は14.3％、「導入の準備をしている」は3.9％となっている。 

一方、「導入していない」は11.7％となっている。 

 

 

（７）導入している、導入準備をしている人材育成・教育制度 

問17-1．（問17で「１.導入している」「２.導入の準備をしている」に回答した方のみ） 

    その人材育成・教育制度はどれですか。（○はいくつでも） 

 

【図表20 導入している、導入準備をしている人材育成・教育制度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入している、導入準備をしている人材育成・教育制度は、「常勤職員の質的向上を意図した研

修制度」が79.2％と最も多く、約８割の事業所が導入、導入準備をしている。以下、「非常勤職員

の質的向上を意図した研修制度」(62.3％)、「新入職員の技能習得」(54.7％)、「講習会などへの職

員派遣」（45.3％）などとなっている。 

  

n=(53)  

常勤職員の質的向上を意図した研修制度

非常勤職員の質的向上を意図した研修制度

新入職員の技能習得

講習会などへの職員派遣

介護支援専門員の研修

先進事業所との情報交換、職員派遣

ＩＴ技術の習得

その他

無回答

79.2

62.3

54.7

45.3

22.6

1.9

1.9

3.8

0.0

0 20 40 60 80 100 (%)
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（８）介護人材の確保・定着に効果的なこと 

問18．介護人材の確保・定着に関して、今後特にどのようなことに力を入れることが効果的と考え

ますか。（３つまで、効果的だと考える順序で記載してください） 

 

【図表21 介護人材の確保・定着に効果的なこと】 

＜１番目＞       ＜２番目＞      ＜３番目＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護人材の確保・定着に１番目に効果的なことは、「中高生等の若い世代への啓発」(40.3％)、「新

規雇用者に対する就労支援金等の財政的支援」(18.2％)、「職員の資格取得への財政的支援」（14.3％）

などとなっている。 

２番目には、「職員の資格取得への財政的支援」(32.5％)、「新規雇用者に対する就労支援金等の

財政的支援」「IT利用や事務処理の簡易化による業務効率化」「シニア人材の活用」(いずれも11.7％)

などとなっている。 

３番目には、「職員の資格取得への財政的支援」(16.9％)、「中高生等の若い世代への啓発」

(14.3％)、「潜在的有資格者の復職支援」（11.7％）などとなっている。 

また、１番目の回答を３点、２番目を２点、３番目を１点とし点数を合計したところ、平均点が

高い項目は、「中高生等の若い世代への啓発」が2.44点、「新規雇用者に対する就労支援金等の財政

的支援」が2.19点、「職員の資格取得への財政的支援」が1.96点、「IT利用や事務処理の簡易化によ

る業務効率化」が1.95点となっている。 

 

  

n=(77)  

中高生等の若い世代への啓

発
新規雇用者に対する就労支

援金等の財政的支援
職員の資格取得への財政的

支援
IT利用や事務処理の簡易化

による業務効率化

潜在的有資格者の復職支援

シニア人材の活用

入門的研修等の実施による

人材の掘り起し

外国人人材の活用

その他

わからない

無回答

40.3

18.2

14.3

6.5

5.2

3.9

2.6

1.3

5.2

1.3

1.3

0 10 20 30 40 50
(%)

3.9

11.7

32.5

11.7

10.4

11.7

9.1

0.0

0.0

0.0

9.1

0 10 20 30 40 50
(%)

14.3

10.4

16.9

7.8

11.7

10.4

9.1

3.9

0.0

0.0

15.6

0 10 20 30 40 50
(%)

平均点 

（2.44） 

（2.19） 

（1.96） 

（1.95） 

（1.76） 

（1.75） 

（1.69） 

（1.50） 
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４ 苦情処理体制やサービスの質の向上への対策について 

（１）利用者や家族からの苦情の内容 

問19．大崎市の事業所における、利用者や家族からあげられる苦情の内容について、次の中から 

   多いものをお答えください。（○はいくつでも） 

 

【図表22 利用者や家族からの苦情の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者や家族からの苦情の内容は、「サービスの質や内容に関すること」が49.4％と最も多く、

以下、「従業者（サービス提供者）の態度・資質等に関すること」(31.2％)、「認定調査や要介護認

定結果に関すること」(14.3％)などとなっている。 

一方、「特にない」は24.7％となっている。 

  

n=(77)  

サービスの質や内容に関すること

従業者（サービス提供者）の態度・資質等に関

すること

認定調査や要介護認定結果に関すること

介護保険制度そのものに関すること

制度やサービスの説明不足に関すること

利用者負担（利用料）に関すること

具体的な被害・損害に関すること

定員で利用できない等、サービスの量に関する

こと

サービス利用等の手続きに関すること

施設の管理者等の対応に関すること

その他

特にない

無回答

49.4

31.2

14.3

11.7

9.1

7.8

6.5

5.2

3.9

1.3

3.9

24.7

1.3

0 10 20 30 40 50 60 (%)
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（２）サービスの質の向上のために行っていること 

問20．同事業所では、サービスの質の向上のために、どのようなことをしていますか。 

（○はいくつでも） 

 

【図表23 サービスの質の向上のために行っていること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの質の向上のために行っていることは、「相談窓口の設置」が81.8％と最も多く、約８

割の事業所が実施している。以下、「職員・スタッフの継続的な研修・ＯＪＴの実施」(66.2％)、「サー

ビス提供マニュアルの作成」「ケアカンファレンスの定期的な開催」(ともに46.8％)、「情報開示、

第三者評価の充実」（33.8％）、「事業者間の情報交換・交流への参加」（31.2％）などとなっている。 

 

 

  

n=(77)  

相談窓口の設置

職員・スタッフの継続的な研修・ＯＪＴの実施

サービス提供マニュアルの作成

ケアカンファレン スの定期的な開催

情報開示、第三者評価の充実

事業者間の情報交換・交流への参加

サービス利用者の満足度調査の実施

サービス自己評価基準による定期的な検証

その他

特に何もしていない

無回答

81.8

66.2

46.8

46.8

33.8

31.2

27.3

23.4

3.9

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100 (%)
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５ 防災対策について 

（１）防災対策の実施状況 

問21．大崎市の事業所では以下の防災対策を行っていますか。（○はいくつでも） 

 

【図表24 防災対策の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災対策の実施状況は、「防災マニュアルの作成」（85.7％）と「定期的な避難訓練」（74.0％）

が多くなっており、７割以上の事業所が実施している。以下、「必需品の備蓄と在庫管理」「避難経

路や避難先の設定」(ともに61.0％)、「避難確保計画の策定」(36.4％)などとなっている。 

  

n=(77)  

防災マニュアルの作成

定期的な避難訓練

必需品の備蓄と在庫管理

避難経路や避難先の設定

避難確保計画の策定

非常用電源の確保

他施設等との災害時協定の締結

事業継続計画書（ＢＣＰ）の策定

その他

特に行っていない

無回答

85.7

74.0

61.0

61.0

36.4

33.8

15.6

9.1

1.3

2.6

0.0

0 20 40 60 80 100 (%)
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６ 処遇改善加算、特定処遇改善加算について 

（１）処遇改善加算、特定処遇改善加算の取得状況 

問22．大崎市の事業所では、処遇改善加算，特定処遇改善加算を取得していますか。 

 

【図表25 処遇改善加算、特定処遇改善加算の取得状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処遇改善加算の取得状況は、「取得している」が85.7％を占めている。 

特定処遇改善加算の取得状況は、「取得している」が49.4％となっており、「取得していない」

（44.2％）をやや上回る。 

 

 

（２）１年以内における処遇改善加算、特定処遇改善加算の取得予定 

問23．同事業所では、今後１年以内に処遇改善加算，特定処遇改善加算の取得を予定していますか。 

 

【図表26 １年以内における処遇改善加算、特定処遇改善加算の取得予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後１年以内の処遇改善加算の取得予定は、「取得予定である」は28.6％、「取得予定はない」は

15.6％となっている。 

特定処遇改善加算の取得予定は、「取得予定である」は16.9％にとどまり、「取得予定はない」が

37.7％と「取得予定である」を上回っている。 

  

処遇改善加算

特定処遇改善加算
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（３）算定に向けた要件達成や準備が難しいと感じる要件・理由 

問24．算定に向けた要件達成や準備が難しいと感じる要件・理由はありますか。（○はいくつでも） 

 

【図表27 算定に向けた要件達成や準備が難しいと感じる要件・理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定に向けた要件達成や準備が難しいと感じる要件・理由は、「月額８万円等の賃金改善となる

職員の設定」が31.2％と最も多く、以下、「介護福祉士配置等の要件」(23.4％)、「介護職員処遇改

善加算（Ⅰ～Ⅲ）の算定要件」「加算の対象外の介護事業所職員との賃金バランス調整」(ともに

19.5％)、「介護職員内の配分方法の決定」「ルールが複雑でよく分からない」（ともに14.3％）など

となっている。 

  

n=(77)  

月額８万円等の賃金改善となる職員の設定

介護福祉士配置等の要件

介護職員処遇改善加算（Ⅰ～Ⅲ）の算定要件

加算の対象外の介護事業所職員との賃金バラ

ンス調整

介護職員内の配分方法の決定

ルールが複雑でよく分からない

経験・技能のある介護職員の基準の設定

その他の職員への配分の検討

事業所間の賃金バラン ス調整

職場環境等要件への対応

見える化要件（２０２０年度から適用）への対応

法人内他事業（障害/ 保育/ 医療等） 職員との

賃金バランス調整

その他
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無回答
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資料編 
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